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2. 愛知⼤学の創⽴概要
3. 愛知⼤学年表

4. 愛知⼤学創成期
（1）『愛知⼤学ー⼆⼗年の歩みー』より

●旧制⼤学・新制⼤学並⾏時代（昭和24.4〜27.3）
⼀．学制改正による旧制⼤学から新制⼤学への移⾏
⼆. 新制⼤学の発⾜、旧制⼤学予科⼀学年修了者の

新制⼤学への移籍
三．新制愛知⼤学の完成
四. 新制愛知⼤学学則・教授陣容
五．短期⼤学の新設・名古屋校舎の発⾜
九. 1950（昭和⼆⼗五年）の本学の動向
⼀〇. 霞⼭⽂庫買収
Ａ. 名古屋⼤学との合流問題

（2）『愛知⼤学新聞』より
⼀．第1号（昭和23年9⽉15⽇）

◎新制⼤学の構想成る－國際⼈⼠の養成陶冶を念願
⼆．第5号（昭和24年2⽉5⽇）

◎新制⼤学 最終決定は⼆⽉中旬 本⽉下旬に発表
◎【論説】 新しき学苑に望む

三．第6号（昭和24年3⽉20⽇）
◎【論説】 新制⼤学の発⾜に当つて ⼩岩井淨

5. ≪参考≫ 『中部⽇本新聞』より
⼀．「適格百⼗⼆校を発表」（昭和24年3⽉19⽇）
⼆．「⼤学法案をめぐる論議」（昭和24年3⽉23⽇）
三．「新しい⼤学の出発に当つて」（昭和24年4⽉20⽇）

6.  愛知⼤学記念館・東亜同⽂書院⼤学記念センターの事業

旧制大学として創立した愛知大学の創成期
－新制大学への移行期も顧みて－







できごと 年 月 豊 橋   名古屋

愛知大学 創立
元東亜同文書院大学の教授を中心に、元京城帝国大学、元台北帝国大学等の教授により、財団法人愛知大学
を設立(1946年11月15日、旧制大学)

1946 11
愛知県豊橋市の南部旧豊橋陸軍予備士官学校（陸軍第15師団）跡地に
旧大学令により旧制大学として創立

豊橋校舎 開校

1947 1 予科 開設

4 法経学部 法政科・経済科 設置

国際問題研究所 設立 1948 6

学制改革により新制大学設置 1949 4 法経学部 法学科・経済学科 設置

文学部 社会学科 設置

霞山文庫買収 1950 3

名古屋分校 開校 4

文学部 文学科 設置

短期大学部法経科第二部、文科第二部 設置 名古屋分校 開校
東邦学園高等学校１棟6教室を借用して開講（名古屋市東

区赤萩町）

短期大学部法経科第二部 設置

私立大学法の施行に伴い、
財団法人愛知大学を学校法人愛知大学に組織変更

1951 3

名古屋校舎 移転拡張 5
名古屋校舎 移転拡張

元中京女子短期大学の校地及び校舎を購入、現在の名古屋
校舎・車道校舎の基礎を築く（名古屋市東区住還町⇒（住
所変更）東区筒井二丁目10-31）

綜合郷土研究所 設立 6
中部地方産業研究所 設立 1953 3

4 大学院法学研究科、経済学研究科 設置

東亜同文書院作成の『華日辞典』原稿カードが
中華人民共和国より本学へ譲渡

1954

華日辞典編纂処(現、中日大辞典編纂所) 設置 1955 4 法経学部教養課程 開講

　 1956 4 文学部 史学科 設置
短期大学部法経科第二部を廃止し、法経学部第二部法学科
（夜間）、経済学科（夜間） 設置

1957 4
1958 4 文学部 哲学科 設置

1959 4 短期大学部文科第二部を廃止し、短期大学部文科（女子） 設置

1961 4 短期大学部 生活科（女子） 設置 法経学部専門課程 開講

経営学研究所(経営総合科学研究所に1990年改称) 設置 1962 4
山岳部学生13名富山県薬師岳で全員遭難 1963 1

4 法経学部第一部 経営学科 設置 法経学部第一部 経営学科 設置

『中日大辞典』初版刊行(現在は第3版) 1968 2
豊橋鉄道渥美線「大学前」駅(現「愛知大学前」駅)新設 4

1972 9
愛大事件判決上告棄却確定 1973 4

愛知大学学術訪中団中国訪問(南開大学招請) 6

北京大学代表団来学 1974 11
愛知大学等学生訪中団、南開大学・北京大学等訪問 1976 6
セミナーハウス開設(南設楽郡鳳来町富栄) 11

1977 4 大学院経営学研究科 設置

西加茂郡三好町に約20万平方メートルの校地確保 1979 6 短期大学部法経科第二部 廃止

愛知大学代表団訪中(南開大学・北京語言学院・
中国教育部・中日友好協会・中国社会科学院近代史研究所・北京大学等訪問)

1980 10

名古屋校舎 新キャンパス(三好) 開校

　※名古屋校舎から移転

車道校舎 に名称変更
   ※名古屋校舎は車道校舎に名称変更

1988 4 短期大学部に留学生別科、別科（英語専修・生活環境専修）開設 車道校舎
 ※名古屋校舎は車道校舎に名称変更

名古屋校舎 新キャンパス(三好) 開校

※名古屋校舎は名古屋市東区筒井から西加茂郡三好町に移転

1989 4 経済学部1部、経済学部2部 設置

※法経学部第一部・法経学部第二部の学生募集停止

法学部2部 設置

※法経学部第一部・法経学部第二部の学生募集停止

法学部1部、経営学部 設置

大学院法学研究科、経営学研究科を豊橋校舎から移転

『中国政経用語辞典』刊行(国際問題研究所編纂) 1990 9

1991 4 大学院中国研究科 設置
文学研究科 日本文化専攻・地域社会ｼｽﾃﾑ専攻・欧米文化専攻 設置

東亜同文書院大学記念センター 設立
大学記念館設置(※東亜同文書院大学記念センターを配置)

1993 5

白樺高原ロッジ建設(長野県立科町) 1995 12
1997 4 短期大学部別科（英語専修・生活環境専修）廃止 現代中国学部 設置

12 法経学部第一部、法経学部第二部 廃止 法経学部第一部、法経学部第二部 廃止

教養部廃止 1998 4 国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部 言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科、比較文化学科（昼夜

開講制） 設置

1999 4 文学部 日本・中国文学科、欧米文学科 設置

※文学科 改組

エクステンションセンター開設 2000 4 短期大学部 言語文化学科、現代生活学科 に名称変更

2002 3 短期大学部留学生別科 廃止

4 外国人留学生別科　開設
大学院国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究科 設置

国際中国学研究センター（ICCS）設立
・文部省「21世紀COEプログラム」(国際中国学研究センター)採択

10

・文部省「特色ある大学教育支援プログラム」(現代中国学部)採択 2003

三遠南信地域連携センター(現、三遠南信地域連携研究センター)設立 2004 4
経済学部1部を 経済学部 に名称変更 車道校舎 新キャンパス開校

大学院法務研究科（専門職大学院）＝法科大学院 設置 法学部1部を 法学部 に名称変更

・文科省「私立大学学術研究高度化推進事業」(三遠南信地域連携センター)採択 2005 3 大学院法学研究科 廃止

4
文学部 人文社会学科 設置
※文学科、社会学科、史学科、日本・中国文学科、欧米文学科改組
短期大学部 ライフデザイン総合学科 設置
※言語文化学科、現代生活学科改組

経営学部 会計ファイナンス学科 設置

2006 3 外国人留学生別科 廃止

愛知大学孔子学院 設置 4 大学院会計研究科（専門職大学院）＝会計大学院 設置

・文科省「オープン・リサーチ・センター整備事業」(東亜同文書院大学記念センター)採択

・文科省「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」(現代中国学部)採択
・文科省「専門職大学院等教育推進プログラム」(法科大学院)採択

2007

2008
愛知リーガルクリニック法律事務所 開設 2009 10
・文科省「大学教育・学生支援推進事業【テーマB】学生支援推進プログラム」(大学・短大)採択

・文科省「大学生の就業力育成支援事業」(短大)採択
・文科省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業(三遠南信地域連携センター)採択
・外務省「日中研究交流支援事業」(国際中国学研究センター)採択

2010

2011 3 経済学部2部 廃止 法学部2部 廃止

4 地域政策学部 設置

・大学共同利用機関法人人間文化研究機構「現代中国地域研究推進事業」連携拠点(国際中国学研究セ
ンター)

名古屋校舎 新キャンパス 開校

  ※名古屋キャンパス（三好）から移転
国際ビジネスセンター 設置

2012 4 名古屋校舎 新キャンパス 開校

※名古屋校舎は西加茂郡三好町から名古屋市中村区平池町に移転

・文科省「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」(東亜同文書院大学記念センター)採択
・文科省「グローバル人材育成推進事業(特色型)」(現代中国学部)採択
・文科省「大学間連携共同教育推進事業」(学部・短大)採択
・文科省「産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業」(短大)採択

経済学部、国際コミュニケーション学部 豊橋より移転

・文科省「共同利用・共同拠点(越境地域政策研究拠点）」の認定(三遠南信地域連携研究センター)
・文科省「特色ある共同研究拠点の整備の推進事業」(三遠南信地域連携研究センター)採択

2013

人文社会学研究所 設置 2015

大学創立70周年 2016

愛 知 大 学 年 表
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昭和23年9月15日（水）昭和23年9月15日（水）

第1号

Katsumi TANABE @AICHI Univ.Katsumi TANABE @AICHI Univ.

昭和23年9月15日（水）昭和23年9月15日（水）

新制大学の構想成る－國際人士の養成陶冶（とうや）を念願

明年度から実施される四年制新制大学案について本学でも慎
重審議を重ねた結果、このほど具体案も完成したが、戰後のあ
らゆる惡条件の中から引揚げ者を主体とする教授と学生が一体
となつて國際紳士の要請、世界知識の普及、地方文化の向上
の大目的の下に設立された趣旨に徹し特に新しいセンスをもつ
た新鮮な学風を樹立し、自学自習を本位として進むべく独自の
構想を以て立案されている。内容において法学部（法律学科・政
治学科）経済学部（経済学科）文学部（社会学科・文学科）の三
学部を揃え文科大学としての面目を十分整えている。なおこの
具体案は大学設置委員会にかけられるが設立三年にして早くも
三学部を設置することとなつたことは輝かしい事実といわなけれ
ばならない。

第1号

Katsumi TANABE @AICHI Univ.Katsumi TANABE @AICHI Univ.

昭和24年2月5日（土）昭和24年2月5日（土）

新制大学 最終決定は二月中旬
本月下旬に発表 ①

本学新制大学設立認可の
審査は一月八日午前十時よ
り新制大学設置委員会第七
委員大泉（上智大学副総
長）野口（東大工学部教授）
高垣（紅陵大学学長）本多
（京大総長代理）の四氏によ
り行われた。

第5号

Katsumi TANABE @AICHI Univ.Katsumi TANABE @AICHI Univ.

昭和24年2月5日（土）昭和24年2月5日（土）

新制大学 最終決定は二月中旬 本月下旬に発表 ②

午前中は書類の審査、午後は学内施設を実地検証して三時
過ぎ終了したが審査員は創立なお日浅きにもかかわらず充実し
た施設、講座をもつていることと軍施設の最上の利用法に感嘆
しつつ審査を進めた。
最終決定は二月中旬以後新制大学設立基準協会で決められ

るが発表は少しおくれて二月下旬になるものと予想されており、
決定され次第直ちに募集要項を発表、入学試験は三月下旬な
いし四月上旬行われるはずで授業開始は四月下旬となるもよう
である。

第5号

Katsumi TANABE @AICHI Univ.Katsumi TANABE @AICHI Univ.
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昭和24年2月5日（土）昭和24年2月5日（土）

【論説】
新しき学苑に望む
①

第5号

Katsumi TANABE @AICHI Univ.Katsumi TANABE @AICHI Univ.

創立二週年式典を経た今日本学各種設備も完備し、教授陣の優秀
性も自他共に許すようになつた。新制大学設置の査定も終り、審査
員も創立間もない学苑のかくも発展した姿に驚嘆したに違いない。
学苑は物的施設に人間が単に集つているのではなくして、すべて

の物的、人的の構成要素が有機的に結びつき、一体として動いてい
るものである。

昭和24年2月5日（土）昭和24年2月5日（土）

【論説】 新しき学苑に望む ②

陸軍学校として建設された本学校舎がそのまま利用されてい
るので不足な点、無用な個所も多々見受けられるが、われわれ
は学校施設を全面的に利用し且又改良しなければならぬ。
（略）
大学としての施設が満足とは言えないまでも一應完備せる現

今においては、將來に対して永年に続く傳統をうち立てなくては
ならない。然しそれは外部より強制されたものであつてはならな
い。あくまでも自己の内よりもり上つたものであるべきだ。
（略）
引揚学徒、軍学徒の救済設備より発展し、進んで國政・文化の

基底と根幹とになるべき人士を陶治し、地方文化隆盛に資する
事に尚一段と積極的努力を要する。傳統もそれに必要なる精神
氣風を涵（かん）養すべきものでなければならぬ。

第5号

Katsumi TANABE @AICHI Univ.Katsumi TANABE @AICHI Univ.

昭和24年2月5日（土）昭和24年2月5日（土）

【論説】 新しき学苑に望む ③

傳統の下に集い、それをより発展進歩せしめる為の大同團結が必
要であり、自治会活動も徒に授業料値下げ運動を主務とするのみで
あつてはならぬ。数え年、四歳となつたわが学苑にも新制大学なる
弟を迎えんとし、自由に自分の意思通りに行動する肉体と精神を克
ち得たのである。
（略）

新制大学の構想が種々練られているが、空想は空想、理想は理想
として処理し堅実なる地盤の上に立つものを計画し、現実的なものを
要求せねばならぬ。ローマは一日にしてならず、学閥を誇る諸大学の
運営方法に対し、羨望し模倣する必要は全くない。この学閥に関して
われわれは一考を要すべきである。

第5号

Katsumi TANABE @AICHI Univ.Katsumi TANABE @AICHI Univ.

昭和24年2月5日（土）昭和24年2月5日（土）

【論説】 新しき学苑に望む ④

創立二周年式典の時、長谷川如是閑（にょぜかん）氏は大学の地
方分散を強調し、豊橋は愛知大学とともに発展すべき事を述べ、また
大竹豊橋市長も豊橋の文化向上の指針たるべきとを本学に要望され
た。
（略）

更に新制大学の成立認可も二月下旬にならぬと判然たる事はいい
得ないが、前途有望なるものがある。
（略）

われわれの周囲に未だ残存している封建的圧迫を排除し、また絶
望的デカダン的生活を払拭して眞に建設的なるものへの発展が必要
である。われわれは眠れる友をゆり起し、本学の興隆、文化國日本
の再建にまい進せねばならない。

第5号

Katsumi TANABE @AICHI Univ.Katsumi TANABE @AICHI Univ.



2017/10/9

3

昭和24年3月20日（日）昭和24年3月20日（日）

【論説】
新制大学の発足に当つて

小岩井淨 ①

わが愛大の新制大学設
立は、幸に内外の理解あ
る支援と協力とによつて
円滑に進捗し、愈々（いよ
いよ）この四月から法経、
文の両学部をもつて発足
することになつた。

第6号

Katsumi TANABE @AICHI Univ.Katsumi TANABE @AICHI Univ.

昭和24年3月20日（日）昭和24年3月20日（日）

【論説】 新制大学の発足に当つて 小岩井淨 ②

わが愛大の新制大学設立は、幸に内外の理解ある支援と協力とに
よつて円滑に進捗し、愈々この四月から法経、文の両学部をもつて
発足することになつた。
終戦後始めて愛大が創設されてからまだ三年に満たない、その当

時はもち論新制大学というシステムもなかつた。それはとにかく愛大
の創立は日本教育史上甚だ稀有の現象であつた。というのは予科一
年から三年まで同じく学部一年から三年までの両学年が一挙に開設
されたのである。だからして大学（旧制）としての形態は最初から一應
整備されたいということができる。
（略）
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昭和24年3月20日（日）昭和24年3月20日（日）

【論説】 新制大学の発足に当つて 小岩井淨 ③

新制大学の設立を図らねばならなくなり、しかもこの際従來の法経
学部の轉換（てんくわん）の外に文学部の新設をも遂行しようとした
のであるから、そのための犠牲と努力とは必ずしも少なくなかつた。
だがいわば第二の創立とでもいうべきものも無事なしとげて愛大は
今や新制大学として確実に発足することになつたのである。
まずこの四月は新入生を迎えて新制大学の一学年を開設する。そ

して今後四年間において全学年を完成する。一方この四年間に予科
三年生を援軍として平行的に存続する旧制大学は、□出し式にその
機能を閉じて解消してゆく。つまり新制大学えの轉換と一應の完成と
はこの四月から始めて四年間に□□的にすすめられることになるの
である。
（略）
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昭和24年3月20日（日）昭和24年3月20日（日）

【論説】 新制大学の発足に当つて 小岩井淨 ④

法経学部は一層充実されて、法学、経済学の両学部に分離独立す
るであろう、文学部も内容を充実し多くの学科に分化するであろう。の
みならず懸案たる農学部の新設もできるだけ近い時日に実現されな
ければならない。
（略）
大学は成長する樹木のようなものである。もつとも樹木の成長はや

がて停止する時期もあろう。だが大学の成長、□学の建設は日日に
限りなくすすめられねばならない。
（略）
たとえば全体としてその目標がひろい教育をもつ優れた社会人の

養成という点にあること。こういう目標のもとに大学の課程において
人文、社会、自然三系列にわたる教養学科が相当の比重をもつて課
せられねばならない。
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昭和24年3月20日（日）昭和24年3月20日（日）

【論説】 新制大学の発足に当つて 小岩井淨 ⑤

一方画一的教育を排する意味で学年制にかわる講座制の採用、ま
た選択性が廣汎に用いられること。一体に学生に対しては自主的な
学習態度が要求される。教授はこのような態度を指導しなければなら
ない。等々多くの問題があるが、このような新制大学の新しき意図ま
たは構想は極力活かされねばならない。これが何よりも新制大学の
内容における重要なポイントである。
それとともにわれわれは我が愛知大学の内容的充実のために特に

次の二つのことを考えたい。その一つはわれわれの大学の特色とい
うものを大きく発揮するということである。
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昭和24年3月20日（日）昭和24年3月20日（日）

【論説】 新制大学の発足に当つて 小岩井淨 ⑥

一□に新制大学のあり方と□□□□□□□の大学がその□□を発
揮し特長を伸ばすということがのぞまれるのであるが、特にこの点は
一定の基準に縛られやすい國立大学に比して私学において最も可
能性があり、否私学の存在理由こそ実にそこにありということができ
る。
他のもう一つの点は、愛大の学問的水準を非常に高いものに伸ばし
てゆかなければならないということである。新制大学の基準によれば
大学は「最高の教育機関」であるとともにまた「学術文化の研究機
関」とされている。
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昭和24年3月20日（日）昭和24年3月20日（日）

【論説】 新制大学の発足に当つて 小岩井淨 ⑧

一体に新制においては旧制に比して「教育」という面が多くとり入れら
れていることが見られる。それはそれでいい。しかし大学の眞義はや
はりどこまでも学術の研究の場たることでなければならないであろう。
新制大学は旧制に比して学生の学力が低下しはせぬかということが
一般にいわれるが、こういうことは日本の將來のために絶対にあらし
めてはならない。併しそのためには大学が□に学問の府となり、髙い
水準をめがけて学術研究のために精進するものであつて始めて可能
となるであろう。幸い愛大の教授陣については内外に対し自信をもつ
ていいものがある。
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昭和24年3月20日（日）昭和24年3月20日（日）

【論説】 新制大学の発足に当つて 小岩井淨 ⑨

われわれは愛知大学の学術的水準をいよいよ高くしここに自ら独
自の学風を建設するとこまですすまねばならない。この秋わが愛知
大學は眞の意味で大学として建設されたということができるであろう。
学術の研究のためには研究の自由が高□され保証されればならな
い。学術研究の自由、学風の自らなる形成、等々をいうことは、併し、
大学が一定のイデオロギーに偏執することではもち論絶対にない。
世間というものはともすればカンタンに誤解し、浅薄に批評するもの

であつて、愛大の高い意図に時々陰影をなげないではないが、われ
われはひたすら謙虚にしかもたくましく大学の成長と充実とをめがけ
て一歩一歩堅実な歩みをつづけたいと思う。

（筆者は本学学監）
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中部日本新聞  昭和 24 年 3 月 23 日 
【社説】大学法案をめぐる論議 
 
 大学法案は四月国会上程の予定と傳えられているがこれに対する反対運動も強い。アメリカのボー

ド・オブ・トラスティ―にならつた大学基準協会の「理事会案」に対しては、昨年五月の国立大学教授連

合総会がいち早く反対し、六月学生の「教育復興運動」にも授業料値上げ反対とからんでとり上げられ

た。その後十月に文部省の「国立大学法試案」が提示されてから問題は□□化し、国立大学□□案、

教育刷新□□□□、東大案、名大案、日教組案、□□案、□□□□□□などが出て、活発な論議が

展開されるにいたつた。最近では学生が大学法案反対のストライキを起した学校もあり、大都市では教

授や学生、職員が街頭に進出して反対の氣勢を上げているところもある。 

 問題がこのように紛叫したことには文部当局の非民主的な問題の取扱方にも責任があるであろう。さ

きに「教育復興運動」で学生が理事会案反対を叫んだときには、文部当局は□□をにごして法案の取

扱いについてアイマイな態度をとつた。その後廣く世論にはかることもなく当局案を作成して、たちまち

反対論の続出に当面するというような不手際ぶりである。相変らずの官僚的な□□主義による立案が

反対論を擁護するのは当然である。こういう□□のなかにあつて、大学法案をめぐつて活発に論議が

展開されていることは「ゾウゲの塔」に眠つているかと思われた大学がエネルギーの新しいはけ口をた

またまここに見出したものともいえる。大学法案に官僚的不合理が見出され、それに対する反発だとす

れば、それは眞理探究の精神にも通ずるものであろう。その意味では大学もまた政治との対決や社会

との直結を余儀なくされている。法案をめぐる批判と論争の過程に新しい大学の在り方が形成されつつ

あるともいえよう。 

 しかし大学側の反対運動にも反省すべき点が少くない。いまのところ当局案や類似案反対の点では

ほぼ一致しているようであるが、□□的な代案になると必ずしも各校あるいは校内においてさえ一致し

ていないようだ。反対論の中には相変らず「官立帝国大学」の特権を温存しようとする無反省なエゴイ

ズムもないとはいえない。「進歩的」をもつて自任するものもこうした学内の自己批判を忘れて、古い独

善的なセクショナリズムに同調しているきらいもないことはない。幾つかの法案は反対運動の中に統一

されて、その過程において古い大学のからをぬぎすててゆくというのでなければ、この反対運動も進歩

的な意味を持ちえない。またようやく形ばかりの発足をしようとする多くの新制大学の貧弱な現状から浮

き上がつた理想論であつてもならない。その点ではむしろ公私立大学や民間有識者の批判的意見に

きくべきものが多い。 

論点の一つになつている□□教育と職業教育を分離すべきでないという反対論の主張は、民間研

究機関の少い日本の現状では当然であろう。たしかに研究の自由を失つた大学には健全な発達は保

障されない。六・三制の基底さえ確立していない現実においては、研究と教育との相関関係はとくに必

要である。もう一つの論点となつている管理機関については、大学の自治は大学人にのみよらなけれ

ばならぬというような反対論はアカデミーの独善ではなかろうか。現に反対運動への協力を世論に求め

ているように新しい「国民の大学」を守り育てるものは社会大衆である。納税の負担者である市民の代

表が管理委員会に加わるのは民主社会の要請であり、教育委員会もそうした要請にもとずいて発足し

た。ボスに支配されるような大学なら実は社会から遊離した存在であるといわなければならぬだろう。も

ちろん大学教授を不当な支配から解放して研究と教育に専念させるための身分保障の措置は必要で

あるが保証の最大の力は□極において民主的に啓発された社会大衆にあろう。 

 国立大学自体が経営難や教授陣容の弱体をおおいえないごとく、新制大学は困難な自立経済への

過程において□務教育の未発達のうえに実現されようとしている。大学の自治と自由もこうした社会の

現実から離れて□□的に与えられるものではない。むしろ貧しくとも新鮮な社会の風を入れてこそ古い

大学のカビもぬぐい去られるだろう。そうした新しい大学はもつと社会から関心をもつて□られるにちが

いない。 
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中部日本新聞  昭和 24 年 4 月 20 日 
【社説】新しい大学の出発に当つて 
 
 今年から沢山の大学が新しく全国の各地に生れ、ちかくそのスタートが切られようとしている。このとき

に当つて、これまでのわが国の大学が全く知育偏重であつたとの弊害をとり除き、これからの日本が本

当に必要とする人物を育て上げる必要を痛感する。これはただに今日の困難な家計のなかから大学教

育をうけようとする学生とその家族だけの問題ではないのであつて、窮乏した□の経済のうちから多くの

大学生を送りだそうとする日本国民のすべての関心心事でなければならない。 

 今日までのわが国の大学は学生に専門教育を授けるところであつた。学生は数百人も入れる大きな

教室で教授の講義をノートし、学年末ごとにそのノートを暗記して試験をうけ、一定の単位をとるとそれ

で学士として社会に送りだされていたのが実情であつた。もつとも理科系統の大学と文科系統の演習

などには例外はあつたとしても、その多くの場合において大学は教授の研究結果をほとんど一方的に

学生に講義だけであって、教授と学生の間に何らの人間的なつながりもなく、いわんや学生の人間とし

ての人格完成のごときはほとんど顧みられなかつた。こういうドイツ式教育の□はわが国の大学におい

て遺憾なく□□され、学生は全体主義社会に奉仕すべき一部分として専門的知識が□求されたにす

ぎなかつた。 

 ところが民主主義社会にあつては学生は全体のための手段であつてはならず、むしろ学生自体が一

つの目的でなければならない。新しい大学においては個々の人格を完成し、自由なとらわれない立場

で廣く世界をみることのできる社会の重要な要素としての素質をつくることに重点がおかれなければな

らない。個々の学生をそれぞれ一人の人間として発展させる教育に力が注がれるべきである。それに

はどうすればよいか。米国の教育使節團の勧告に基いた六・三・三・四制の形式をのみまねることなく、

その内容を学びとることが大切である。 

 米国の大学は最初オックスフォード、ケンブリッジなど英国風の模倣にはじまり、つぎにハイデルベル

ヒ、ベルリン大学の学風に影響された。はじめは教授は学生とともに生活したが、その後教授は知育に

重きをおくようになつた。しかし米国の州が西にのびるに従つて米国独自の大学教育が生れてここ廿

五、六年の間にその歴史がつくられた。それは一言にしていえば大学にはティーチングとリヴィングの

二つがあるということが認識されて、大学の教授は教室以外の学生の指導を、眞剣に、しかも科学的に

とりあげるようになつた。今日米国の学生が大学に入ると、上級生が大学の中を案内していろいろな人

に紹介する。学生の指導を受けもつ教授が学生の相談相手となつてくれる。入学した学生が将來何の

職業に適しているか、健康はどうか、これと知育との関係は果たして現状のままでよいかなど学生の大

学生活のすべてにわたる綿密な調査が一つの組織のなかで累積されてゆく。そしてこれが指導にあた

る教授も、教室における講義と同じ重要性をこれにおいて決してその仕事を避けるようなことはしない。

これは大学を社会の一断面とみて、ここの知育と生活とが社会にでてすぐ活用されることを目的としたも

のである。 

 これまでのわが国の大学卒業生のなかには、ただ漫然と大学に入り、自分の性向と能力に全くふさわ

しくない職業に漫然として入つたものがなかつたであろうか。これから新しく生れようとするわが国の大

学にはこうしたことのないように、学生の大学生活の指導がぜひとも必要である。そのためには学生部

といつたようなものを設けることもよい。ただこの場合戦前にみられたような□□□導のみをめざした学

生課的なものであつてはならない。それと同時にいかに民主的な大学生活といつても、学校側だけが

最後的決定権限をもつことがらと、教授と学生が協議すること、学生だけで決定するこの区別をはつき

り定めておくこともあわせてあらかじめ考慮さるべきであろう。 

 経済的に貧困な現在のわが国の実情からすれば新しくできた大学の数は確かに多すぎる。しかしそ

れだけにこの困難のなかからでてくる大学の卒業生に一人のムダもあつてはならない。英国ではその

国土と経済力の上から大学をいくつつくるべきか、文科と理科の相関的な比率をどうすべきかなどに科

学的検討が加えられているが、これをわが国でも研究する一方、生れでた新しい大学をどのように育て

るかを先ず当面の課題としなければならない。 
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